
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
公
聴

会
を
開
催
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
十
月
十
八
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

一 

日
時  

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
（
月
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で 

二 

場
所  

広
島
市
中
区
基
町
四
番
一
号 

広
島
県
立
総
合
体
育
館
大
会
議
室 

三 

事
案  

広
島
圏
都
市
計
画
区
域
、
佐
伯
都
市
計
画
区
域
、
宮
島
都
市
計
画
区
域
、
吉
田
都
市
計
画
区
域
、
千
代

田
都
市
計
画
区
域
、
音
戸
都
市
計
画
区
域
、
川
尻
都
市
計
画
区
域
、
安
浦
都
市
計
画
区
域
、
江
田
島
都
市

計
画
区
域
、
大
柿
都
市
計
画
区
域
、
東
広
島
都
市
計
画
区
域
、
黒
瀬
都
市
計
画
区
域
、
河
内
都
市
計
画
区

域
、
安
芸
津
都
市
計
画
区
域
、
並
び
に
竹
原
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案
に

つ
い
て
（
素
案
の
概
要
は
別
記
の
と
お
り
） 

四 

公
述
の
申
出
方
法
等 

１ 

公
述
の
申
出
方
法 

 
 

公
聴
会
で
の
公
述
を
希
望
す
る
者
は
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
並
び
に
述
べ
よ
う
と
す
る
意
見

の
要
旨
及
び
理
由
を
記
載
し
、
押
印
し
た
書
面
を
、
広
島
県
知
事
（
郵
便
番
号
七
三
〇
―
八
五
一
一 

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課
）
へ
提
出
す
る
こ
と
。 

 

２ 

公
述
の
申
出
期
間 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
日
（
水
）
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
日
（
火
）
ま
で 

（
郵
送
の
場
合
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
日
（
火
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す

る
。
） 

五 

公
述
人
の
選
定
等 

知
事
は
、
四
１
の
書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
公
聴
会
に
お
い
て
公
述
す
る
者
を
選
定
し
、
選

定
の
結
果
及
び
公
聴
会
の
開
催
要
領
等
を
通
知
す
る
。 

六 

公
聴
会
開
催
の
中
止
等 

公
述
の
申
出
の
期
間
内
に
公
述
の
申
出
が
な
い
場
合
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
ま
た
、
公
述
の
申
出
が

少
な
い
場
合
に
は
、
公
聴
会
の
開
催
時
間
を
短
縮
す
る
。 

 

七 

素
案
の
閲
覧 

１ 

閲
覧
期
間 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
日
（
水
）
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
日
（
火
）
ま
で 

２ 

閲
覧
揚
所 

㈠ 

広
島
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 



広
島
県
西
部
建
設
事
務
所 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
廿
日
市
支
所 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所 

広
島
市
役
所 

呉
市
役
所 

大
竹
市
役
所 

廿
日
市
市
役
所 

府
中
町
役
場 

海
田
町
役
場 

熊
野
町
役
場 

坂
町
役
場  

㈡ 

佐
伯
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
廿
日
市
支
所 

廿
日
市
市
役
所 

㈢ 

宮
島
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
廿
日
市
支
所 

廿
日
市
市
役
所 

㈣ 

吉
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
安
芸
太
田
支
所 

安
芸
高
田
市
役
所 

㈤ 

千
代
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
安
芸
太
田
支
所 

北
広
島
町
役
場 

㈥ 

音
戸
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所 

呉
市
役
所 

㈦ 

川
尻
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所 

呉
市
役
所 

㈧ 

安
浦
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 



広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所 

呉
市
役
所 

㈨ 

江
田
島
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所 

江
田
島
市
役
所 

㈩ 

大
柿
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所 

江
田
島
市
役
所 

 

東
広
島
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所 

東
広
島
市
役
所 

 

黒
瀬
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所 

東
広
島
市
役
所 

 

河
内
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所 

東
広
島
市
役
所 

 

安
芸
津
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所 

東
広
島
市
役
所 

 

竹
原
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所 

竹
原
市
役
所 

３ 

閲
覧
時
間 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

八 

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先 

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号 

 

広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課
（
電
話
〔
○
八
二
〕
五
一
三
―
四
一
一
二
〔
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
〕
） 



（
別
記
） 

広
島
圏
都
市
計
画
区
域
、
佐
伯
都
市
計
画
区
域
、
宮
島
都
市
計
画
区
域
、
吉
田
都
市
計
画
区
域
、
千
代
田

都
市
計
画
区
域
、
音
戸
都
市
計
画
区
域
、
川
尻
都
市
計
画
区
域
、
安
浦
都
市
計
画
区
域
、
江
田
島
都
市
計
画

区
域
、
大
柿
都
市
計
画
区
域
、
東
広
島
都
市
計
画
区
域
、
黒
瀬
都
市
計
画
区
域
、
河
内
都
市
計
画
区
域
、
安

芸
津
都
市
計
画
区
域
、
並
び
に
竹
原
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
素
案
の
概
要 

一 

平
成
三
十
二
年
を
目
標
と
す
る
。 

二 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
。 

 

１ 

都
市
計
画
の
目
標 

 

２ 

都
市
計
画
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
の
決
定
の
有
無
及
び
当
該
区
域
区
分
を
定
め
る

と
き
は
そ
の
方
針 

 

３ 

２
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
利
用
、
都
市
施
設
の
整
備
及
び
市
街
地
開
発
事
業
に
関
す
る
主
要

な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針 


